
障
害
者
自
立
支
援
法
と
は

　

障
害
の
あ
る
方
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会

な
ら
び
に
、
自
立
と
共
生
の
社
会
実
現
を
目

指
し
ま
す
。
具
体
的
に
、
次
の
目
標
を
掲
げ

て
い
ま
す
。

①
３
障
害
（
身
体
・
知
的
・
精
神
）
ご
と
に
異

な
っ
て
い
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
元
化

②
障
害
の
あ
る
方
が
も
っ
と
働
け
る
社
会
を

目
指
し
、
就
労
支
援
を
強
化

③
地
域
の
社
会
資
源
を
活
用
で
き
る
よ
う
規

制
を
緩
和

④
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
公
平
に
す
る
た
め
、
手

続
き
や
基
準
を
透
明
化
・
明
確
化

⑤
費
用
を
み
ん
な
で
負
担
し
、
支
え
合
う
仕

組
み
を
強
化

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
像

　

こ
の
法
律
に
よ
る
総
合
的
な
自
立
支
援
シ

ス
テ
ム
の
全
体
像
は
、
図
１
の
よ
う
に
「
自

立
支
援
給
付
」
と
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
系

　

現
在
は
、
身
体
障
害
・
知
的
障
害
・
精
神

障
害
の
方
に
対
し
て
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
と
施

設
サ
ー
ビ
ス
（
精
神
は
一
部
）
が
提
供
さ
れ

て
い
ま
す
。
平
成
18
年
10
月
（
一
部
は
平
成

18
年
４
月
）
か
ら
は
、
３
障
害
に
分
か
れ
て

い
た
サ
ー
ビ
ス
体
系
が
一
元
化
さ
れ
、「
介

護
給
付
」
と
「
訓
練
等
給
付
」
に
区
分
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
サ
ー

ビ
ス
は
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
に
移
行
す

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
図
２
の

よ
う
な
区
分
と
な
り
ま
す
。

介
護
給
付
・
施
設
訓
練
等
給
付
の

利
用
者
負
担

　

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
と
所
得
に
着
目
し
、

原
則
と
し
て
、
か
か
っ
た
サ
ー
ビ
ス
料
の
１

割
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、

所
得
に
応
じ
て
あ
る
一
定
金
額
以
上
の
負
担

を
求
め
な
い
「
月
額
負
担
上
限
額
」
の
設
定

も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
施
設
を
利
用
す
る
と
き
に
か
か
る

「
光
熱
水
費
」
や
「
食
費
」
は
、
実
費
負
担

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
低
所
得
の
方
な
ど

が
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
は
、
負
担

額
を
軽
減
す
る
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
。

介
護
給
付
・
施
設
訓
練
等
給
付
の

支
給
決
定
ま
で
の
流
れ

　

そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め

に
は
、
支
給
決
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
福
祉
課
（
田
原

福
祉
セ
ン
タ
ー
）
に
相
談
・
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

申
請
を
す
る
と
、
田
原
市
が
サ
ー
ビ
ス
の

必
要
性
を
総
合
的
に
判
定
し
、
最
終
的
に
支

給
を
決
定
し
ま
す
。（
図
３
）

自
立
支
援
医
療

　

現
在
の
「
精
神
通
院
医
療
」「
更
生
医
療
」

「
育
成
医
療
」
が
、
平
成
18
年
４
月
か
ら
「
自

立
支
援
医
療
」
に
変
わ
り
、
対
象
と
な
る
方

の
医
療
費
の
自
己
負
担
が
、
原
則
と
し
て
１

割
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
低
所
得
の
世
帯
や
、
一
定
の
負

担
能
力
が
あ
っ
て
も
継
続
的
に
相
当
額
の
医

療
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
（
高

額
治
療
継
続
者
）
に
は
、「
月
額
負
担
上
限
額
」

が
設
定
さ
れ
ま
す
。

補
装
具

　

現
在
は
現
物
支
給
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

平
成
18
年
10
月
か
ら
は
、
補
装
具
費
（
購
入

費
・
修
理
費
）
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
自
己
負
担
は
原
則
１
割
と
な

り
ま
す
が
、
所
得
に
応
じ
て
あ
る
一
定
金
額

以
上
の
負
担
を
求
め
な
い
「
月
額
負
担
上
限

額
」
も
設
定
さ
れ
ま
す
。

地
域
生
活
支
援
事
業

　

自
立
支
援
給
付
以
外
に
、
地
域
の
実
情

に
合
わ
せ
て
、
障
害
者
の
地
域
生
活
を
支
え

る
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
障
害
者
や
家
族

の
相
談
に
応
じ
る
「
相
談
支
援
事
業
」、
創

造
的
な
活
動
や
生
産
活
動
、
社
会
と
の
交
流

促
進
な
ど
、
多
様
な
活
動
の
場
を
提
供
す
る

「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」、
手
話
通
訳
な

ど
を
派
遣
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支

援
」、
日
常
生
活
の
利
便
を
図
る
用
具
を
給

付
し
た
り
、
貸
与
し
た
り
す
る
「
日
常
生
活

用
具
の
給
付
・
貸
与
事
業
」、
外
出
時
の
円

滑
な
移
動
を
支
援
す
る
「
移
動
支
援
」
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
・
ご
相
談

　

詳
し
く
は
、
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ

ー
）
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

☎
23
局
３
５
１
２ 　

23
局
３
５
４
５

平成18年3月1日 　  　　　　　　　　│ 8 │

平成18年４月から「障害者自立支援法」が施行されます。
これにより、障害保健福祉サービスが段階的に変わって
いきます。

障害保健福祉サービスが障害保健福祉サービスが
いっそう充実されますいっそう充実されます


